
付
録
第
十
九
号
書
式
（
第
六
十
四
条
関
係
）

（
昭
和
五
一
法
省
令
三
一
・
平
成
二
法
省
令
五
・
平
成
二
一
法
省
令
二
四
・
令
和
元
法
省
令
四
改
正
）

第
一
　
　
　
催
告
書

何
何
に
つ
き
届
出
（
申
請
）
を
す
べ
き
と
こ
ろ
、
ま
だ
そ
の
手
続

が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
何
月
何
日
ま
で
に
右
届
出
（
申
請
）
を
す
る

よ
う
、
戸
籍
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第

百
十
七
条
）
に
よ
り
催
告
し
ま
す
。

な
お
、
右
期
間
内
に
そ
の
手
続
を
し
な
い
と
き
は
、
同
法
第
百
三

十
八
条
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
念
の

た
め
注
意
し
ま
す
。

令
和
何
年
何
月
何
日

何
市
町
村
長
氏
名

印職

本
籍
（
所
在
）

　
氏
　
名
　
　
殿

第
二

追
完
催
告
書

令
和
何
年
何
月
何
日
何
何
の
届
出（
申
請
）は
、
何
何
の
不
備
が
あ

る
た
め
、
戸
籍
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
何
月
何

日
ま
で
に
追
完
を
す
る
よ
う
、
戸
籍
法
第
四
十
五
条
（
第
四
十
五
条

及
び
第
百
十
七
条
）
に
よ
り
催
告
し
ま
す
。

な
お
、
右
期
間
内
に
追
完
の
手
続
を
し
な
い
と
き
は
、
同
法
第
百

三
十
七
条
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
念

の
た
め
注
意
し
ま
す
。

令
和
何
年
何
月
何
日

何
市
町
村
長
氏
名

印職

本
籍
（
所
在
）

　
氏
　
名
　
　
殿

第
三

催
告
書
（
第
二
回
以
降
）

何
年
何
月
何
日
付
け
で
何
月
何
日
ま
で
に
何
何
届
（
申
請
又
は
追

完
）
を
す
る
よ
う
催
告
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
そ
の
手
続
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
何
月
何
日
ま
で
に
右
届
出
（
申
請
又
は
追
完
）
を
す
る
よ

う
、
戸
籍
法
第
四
十
四
条
第
二
項
（
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百

十
七
条
又
は
第
四
十
五
条
）
に
よ
り
更
に
催
告
し
ま
す
。

な
お
、
右
期
間
内
に
そ
の
手
続
を
し
な
い
と
き
は
、
同
法
第
百
三

十
八
条
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
念
の

た
め
注
意
し
ま
す
。

令
和
何
年
何
月
何
日

何
市
町
村
長
氏
名

印職

本
籍
（
所
在
）

　
氏
　
名
　
　
殿

附
録
第
二
十
号
書
式
（
第
六
十
六
条
関
係
）

（
昭
和
五
一
法
省
令
三
一
・
平
成
二
法
省
令
五
・
令
和
元
法
省
令
四
改
正
）

　
受
理
（
不
受
理
）
証
明
書

一
　
何
何
届
書
（
申
請
書
）

令
和
何
年
何
月
何
日
届
出
（
申
請
）

　
届

出

人
　
戸
籍
の
表
示
　
　
氏

名

　
事
件
本
人
　
戸
籍
の
表
示
　
　
氏

名

届
出
（
申
請
）
事
項
の
要
旨

右
届
出
（
申
請
）
は
、
令
和
何
年
何
月
何
日
受
理
し
た
こ
と
（
何
何

の
理
由
に
よ
つ
て
受
理
し
な
か
つ
た
こ
と
）
を
証
明
す
る
。

令
和
何
年
何
月
何
日

何
市
町
村
長
氏
名

印職

戸
籍
法
施
行
規
則
（
附
録
一
九
・
二
〇
号
）




